
 

さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この補助金は、幼稚園教諭免許状を有する者、市内の保育施設等に勤務して

いる保育士資格を有していない者及び保育士試験により保育士資格の取得を目指す

者の保育士資格取得を支援することにより、保育士の増加を図り、子どもを安心し

て育てることができるような体制整備を行うことを目的とする。 

２ この補助金の交付に関しては、予算の範囲内において交付するものとし、さいた

ま市補助金等交付規則（平成１３年さいたま市規則第５９号）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 認可外保育施設保育士資格取得支援事業（以下「認可外事業」という。） 市

内の認可外保育施設に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない

保育従事者（以下「認可外対象者」という。）が保育士資格を取得するために要

した、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の６に基づき都道府県

知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設（以下「養成施設」という。）

の受講料等及び受講する認可外対象者代替に伴う雇上費の補助を行う事業をいう。 

 ⑵ 保育所等保育士資格取得支援事業（以下「保育所等事業」という。） 市内の

保育所等に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない保育従事者

（以下「保育所等対象者」という。）が保育士資格を取得するために要した、養

成施設の受講料等の補助を行う事業をいう。 

 ⑶ 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業（以下「幼免事業」と

いう。） 幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有してい

ない者（以下「幼免対象者」という。）が「保育士試験の実施について」（平成

１５年１２月１日雇児発第１２０１００２号雇用均等・児童家庭局長通知）別表

の②及び③により保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料等の補



 

助を行う事業をいう。 

 ⑷ 保育士試験による資格取得支援事業（以下「試験事業」という。） 保育士試

験により保育士資格取得を目指す者（以下「試験対象者」という。）で、保育士

試験合格後、市内の保育施設等に保育士として勤務することが決定した者に対し、

保育士試験受験のための学習に要した費用の一部を補助する事業をいう。 

 

 （補助対象者） 

第３条 この補助金の対象者は、以下の事業ごとに掲げるとおりとする。 

 ⑴ 認可外事業の対象者は、養成施設（通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定

時制。以下同じ。）での受講により保育士資格を取得した認可外対象者を雇用す

る、次に掲げる施設（以下「認可外対象施設」という。）の設置者とする。 

  ア 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成

１７年１月２１日雇児発第０１２１００２号雇用均等・児童家庭局長通知）に

よる認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書（以下「証明書」とい

う。）の交付を受けた認可外保育施設 

  イ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第２項第１

号及び第３項に規定する施設のうち、幼稚園で構成されるもの（以下「幼稚園

型認定こども園」という。）が構成する認可外保育施設 

  ウ 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業であって、同法第

３４条の１５第２項の認可を受けたもののうち、「家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準」（平成２６年４月３０日厚生労働省令第６１号）第３章

第２節に規定する小規模保育事業Ａ型及び第３節に規定する小規模保育事業Ｂ

型を行う事業所 

  エ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業であって、同法

第３４条の１５第２項の認可を受けたもの 

  オ 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以

上満たしていると市が認める施設 

 ⑵ 保育所等事業の対象者は、養成施設での受講により保育士資格を取得した保育



 

所等対象者を雇用する、次に掲げる施設（以下「保育所等対象施設」という。）

の設置者とする。ただし、国又は地方公共団体を除く。 

  ア 保育所 

  イ 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園（以下「認定こども園」

という。） 

  ウ 認定こども園への移行を予定している幼稚園 

  エ 乳児院 

  オ 児童養護施設 

 ⑶ 幼免事業の対象者は、養成施設において教科目の受講を開始し、児童福祉法施

行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第６条の１１の２の規定により保育士資

格を取得して、市内の認可外対象施設又は保育所等対象施設に勤務する幼免対象

者とする。また、過去に保育士養成課程の科目の一部を修めないで卒業した者で、

養成施設において、児童福祉法施行規則第６条の１０第２項に掲げる筆記試験科

目（同項第２号の教育原理及び同項第５号の保育の心理学を除く）に相当する教

科目を履修することで、児童福祉法施行規則第６条の１１の２の規定により保育

士資格を取得する場合も、事業の対象者とする。 

 ⑷ 試験事業の対象者は、保育士試験に合格した後で、市内の認可外対象施設（幼

稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設を除く。）又は保育所等対象施設

に保育士として勤務することが決定した試験対象者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、認可外対象者、保育所等対象者、幼免対象者又は試験

対象者が、保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同

趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象とならないこと

とする。 

 

 （補助対象経費） 

第４条 この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

以下の事業ごとに掲げるとおりとする。 

 ⑴ 認可外事業の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。 

  ア 養成施設の長が証明する養成施設に対して支払われた入学料（養成施設にお



 

ける受講の開始に際し、当該養成施設に納付する入学金又は併願登録料をいう。

以下同じ。） 

  イ 受講料（面接授業料、教科書代及び教材費（受講に必要なソフトウェア等 

補助教材費を含む。）をいう。以下同じ。） 

  ウ 前記の経費の消費税 

  エ 代替保育従事者雇上費（認可外対象者の保育士資格取得に伴い代替とし 

て雇い上げた保育士又は保育従事者に係る雇上費をいう。） 

 ⑵ 保育所等事業及び幼免事業の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。 

  ア 養成施設の長が証明する養成施設に対して支払われた入学料 

  イ 受講料 

  ウ 前記の経費の消費税 

 ⑶ 試験事業の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。 

  ア 保育士試験受験講座（通信制、昼間、昼夜開講制、夜間及び昼間定時制のも

のをいう。）の受講に要する費用であって、保育士試験受験講座を開講してい

る事業者（以下「講座実施事業者」という。）が証明する当該事業者に対して、

試験対象者が合格した保育士試験の筆記試験日から起算して２年前の日が属す

る月の１日までに支払った入学料（講座実施事業者における受講の開始に際し、

当該講座実施事業者に納付する入学金又は登録料をいう。） 

  イ 受講料（面接授業料、教科書代及び教材費（受講に必要なソフトウェア等補

助教材費を含む。）をいう。） 

  ウ 前記の経費の消費税 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費としない。 

 ⑴ その他検定試験の受験料 

 ⑵ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費 

 ⑶ 補講費 

 ⑷ 養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用 

 ⑸ 養成施設が実施する各種行事参加に係る費用 

 ⑹ 学債等将来保育従事者に対して還付が予定されている費用 

 ⑺ 受講のための交通費 



 

 ⑻ パソコン、タブレット等の器材等に係る費用 

 ⑼ クレジット会社に対する分割払い手数料又は金利 

 ⑽ 補助対象者が第８条の規定による申請を行う時点で養成施設に対して未納とな

っている入学料又は受講料 

３ 補助対象経費は、原則補助対象者が負担することとする。ただし、補助対象者と

認可外対象者又は保育所等対象者がお互いの協議のもと、認可外対象者又は保育所

等対象者が補助対象経費を負担することとした場合は、この限りではない。 

 

 （補助基準額） 

第５条 この補助金の補助基準額は別表に定めるとおりとする。 

 

 （補助金の額） 

第６条 この補助金の額は、補助対象経費の実支出額と前条に規定する補助基準額の

いずれか少ない額に補助率１／２を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に１

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

 （実施計画書） 

第７条 認可外事業、保育所等事業及び幼免事業に基づき補助金の交付を受けようと

する補助対象者は、養成施設の受講開始日（養成施設に入学した日又は養成施設か

らの受講許可を得た日のいずれか早い日をいう。）の属する年度において、市長が

指定する日までに、保育士資格取得支援事業実施計画書（様式第１号。以下「計画

書」という。）に以下の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、

養成施設の受講開始日以前のために、計画書とともに添付書類を提出できない場合

は、受講開始後速やかに提出するものとする。 

 ⑴ （認可外事業、保育所等事業の場合に添付）認可外対象者又は保育所等対象者

を雇用していることを確認できる書類 

 ⑵ （幼免事業の場合に添付）幼稚園教諭免許状の写し 

 ⑶ 認可外対象者、保育所等対象者又は幼免対象者が養成施設に在学していること

が確認できる書類 



 

２ 市長は、前項の計画書が提出されたときは、その内容を審査し、その適否を補助

対象者に通知するものとする。 

 

 （交付申請） 

第８条 補助対象者は、保育士証の交付を受けた認可外対象者、認可等対象者、幼免

対象者又は試験対象者（以下、「資格取得者」という。）が、保育士証の交付を受

けた日の属する年度において、市長が指定する日までに、さいたま市保育士資格取

得支援事業補助金交付申請書（様式第２号）に以下の書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

 ⑴ （試験事業以外の場合に添付）保育士資格取得支援事業完了報告書（様式第３

号） 

 ⑵ （試験事業の場合に添付）受験対策学習費用支給申請書（様式第４号） 

 ⑶ 資格取得者が保育士証の交付を受けた後、第３条第１項各号に掲げる施設（以

下「勤務先施設」という。）への勤務が決定したことを確認できる書類 

 ⑷ 養成施設の長又は講座実施事業者が対象経費について発行した領収書、養成施

設又は講座実施事業者に対し振込を行ったことを金融機関が証明した書類又はク

レジット契約証明書（クレジット伝票の控に必要事項を付記したものを含む。）

（以下「領収書等」という。） 

 ⑸ 資格取得者の保育士証の写し（当該年度の３月１５日までに保育士証が交付さ

れない場合にあっては、卒業することが見込まれる旨の養成施設の長による指定

保育士養成施設卒業証明書又は保育士養成課程修了証明書の写し。この場合、保

育士証交付後速やかにその写しを提出すること。） 

 ⑹ 認可外対象者の代替として雇用した保育士又は保育従事者が勤務先施設に勤務

していたことが確認できる書類の写し 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項第４号の領収書等には、次の事項が記載されていなければならない。なお、

領収書等に訂正のある場合、養成施設又は講座実施事業者の訂正印のないものは無

効とする。 

 ⑴ 養成施設又は講座実施事業者の名称 



 

 ⑵ 支払者名 

 ⑶ 領収額又はクレジット契約額 

 ⑷ 領収額又はクレジット契約額の内訳（入学料と受講料のそれぞれの額） 

 ⑸ 領収日又はクレジット契約日 

 

 （交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、速やかに当該申請の内

容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、さいたま市保育士資

格取得支援事業補助金交付決定通知書（様式第５号）により、不交付を決定したと

きは、さいたま市保育士資格取得支援事業補助金不交付決定通知書（様式第６号）

により交付申請を行った者に通知するものとする。 

 

 （変更申請） 

第１０条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

申請内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、さいたま市保育士資格取得

支援事業補助金変更交付申請書（様式第７号）に、第７条に掲げる書類のうち変更

に係る部分を添えて市長に提出しなければならない。 

 

 （変更決定） 

第１１条 市長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、速やかに当該申請の

内容を審査し、補助金の額を変更することを決定したときは、さいたま市保育士資

格取得支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知

するものとする。 

 

 （交付請求） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、さいたま市保育士

資格取得支援事業補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならな

い。 



 

 

 （最低勤務期間） 

第１３条 資格取得者は、保育士資格取得後、１年以上勤務先施設に勤務しなければ

ならない。ただし、１年未満の勤務期間で退職した場合に、勤務先施設を経由して

市長に理由書を提出し、市長がその内容を相当と認めた場合は、この限りでない。 

２ 補助事業者は、資格取得者が保育士資格取得後、勤務先施設に勤務を開始した日

から起算して１年後の属する月の末日までに、資格取得者に関する次に掲げる書類

を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 保育士資格取得後の雇用契約書又は労働条件通知書の写し 

 ⑵ 勤務開始後１年間の賃金台帳の写し 

 

 （交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受

けたとき、又は第１３条第１項の規定に反したときは、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 

 （補助金の返還） 

第１５条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、当該

変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定

めてその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。 

 

 （書類の整備等） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳

簿類を整備し、補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から５年間保管しなけ

ればならない。 

 

 （調査） 

第１７条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めたときは、補助事業者に対し、事

業内容についての報告を求め、又は勤務先施設を調査することができる。 



 

 

 （その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

 附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  



 

別表（第５条関係） 

１ 補助事業 ２ 補助基準額 

認可外保育施設保育士資格取得支援

事業 

⑴ 第４条第１項第１号ア～ウの経費 

 ① 指定保育士養成施設卒業により保育士

資格を取得した場合 

600,000 円 

 ② 「保育士試験の実施について」（平成

１５年１２月１日雇児発第１２０１００

２号雇用均等・児童家庭局長通知。以下

「試験実施通知」という。）の別表②及

び③により保育士資格を取得する場合 

200,000 円 

 ③ 試験実施通知の別表①により保育士資

格を取得する場合 

400,000 円 

 

⑵ 代替保育従事者雇上費 

1 人 1 日あたり 14,880 円 

 

保育所等保育士資格取得支援事業 第４条第１項第２号の経費 

 ① 指定保育士養成施設卒業により保育士

資格を取得した場合 

600,000 円 

 ② 「保育士試験の実施について」（平成

１５年１２月１日雇児発第１２０１００

２号雇用均等・児童家庭局長通知。以下

「試験実施通知」という。）の別表②及

び③により保育士資格を取得する場合 

200,000 円 

 ③ 試験実施通知の別表①により保育士資

格を取得する場合 

400,000 円 

 

幼稚園教諭免許状を有する者の保育

士資格取得支援事業 

第４条第１項第２号の経費 

200,000 円 

 

保育士試験による資格取得支援事業 第４条第１項第３号の経費 

300,000 円 

 

  



 

様式第１号（第７条関係） 

令和  年  月  日  

 （宛先）さいたま市長 

申請者※１  

 

保育士資格取得支援事業実施計画書 

 

① 対象となる事業 認可外事業 ・ 保育所等事業 ・ 幼免事業 

② 施設名※２  

③ 住所※３ 
（〒   －    ） 

 
電話番号 

（  ）  － 

④ 受講者の氏名 
ﾌﾘｶﾞﾅ  

生年月日 
     年 

  月  日生(  歳)  

⑤ 養成施設名  

⑥ 受講期間 
  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

（受講開始日（入学日）） 

⑦ 保育実習や面接授業期間 保育実習     日、面接授業     日、合計      日 

⑧ 受講に要する費用 入学料      円、受講料      円、合計      円 

⑨ 保育士修学資金貸付事業等 

  類似事業の貸付等の有無 

保育士修学資金貸付事業等類似事業の補助を 

受けている ・ 受けていない 

⑩ 代替保育士等の氏名※４ 
ﾌﾘｶﾞﾅ  

生年月日 
     年 

  月  日生(  歳)  

（備考） 

添付書類 

 □（認可外事業、保育所等事業の場合）受講者を雇用していることを確認できる書類 
 □（幼免事業の場合）幼稚園教諭免許状の写し 
 □ 養成施設に在学していることが確認できる書類 

 

 ※１ 施設設置者の氏名又は幼免対象者の氏名を記入すること。 

 ※２ ①で幼免事業を選択した場合は記入不要。 

 ※３ 施設の住所又は幼免対象者の住所を記入すること。 

 ※４ 認可外事業で代替保育士等を雇用する予定がある場合のみ記入すること。なお、代替保育士等が

確定していない場合は、氏名欄に「別途配置予定」と記入し、確定次第速やかに届出を行うこと。 

  



 

様式第２号（第８条関係） 

令和  年  月  日  

 （宛先）さいたま市長 

住 所  

申請者  

連絡先  

 

さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付申請書 

 

 標記について、下記のとおり補助金の交付をされるよう、さいたま市保育士資格取

得支援事業補助金交付要綱第８条の規定により、必要な書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 交付申請額    金          円 

 ２ 添付書類 

  ⑴ （試験事業以外の場合）保育士資格取得支援事業完了報告書（様式第３号） 

  ⑵ （試験事業の場合）受験対策学習費用支給申請書（様式第４号） 

  ⑶ 資格取得後の勤務が決定したことを確認できる書類 

  ⑷ 領収書等 

  ⑸ 保育士証の写し 

  ⑹ 代替保育士等の勤務状況を確認できる書類の写し 

  ⑺ その他参考となる資料 

 

  



 

様式第３号（第８条関係） 

令和  年  月  日  

 （宛先）さいたま市長 

報告者※１  

 

保育士資格取得支援事業完了報告書 

 

① 対象となる事業 認可外事業 ・ 保育所等事業 ・ 幼免事業 

② 施設名  

③ 住所※２ 

（〒   －    ） 

 
電話番号 

（  ）  － 

④ 受講者の氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

生年月日 
     年 

  月  日生(  歳)  

⑤ 養成施設名  

⑥ 受講期間 
  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

（受講開始日（入学日）） 

⑦ 保育実習や面接授業期間 保育実習     日、面接授業     日、合計      日 

⑧ 受講に要した費用 入学料      円、受講料      円、合計      円 

⑨ 代替保育士等の雇上期間 
  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

          （   日間）） 

（備考）  

 

 ※１ 様式第２号の申請者の氏名を記入すること。 

 ※２ 施設の住所又は幼免対象者の住所を記入すること。 

  



 

様式第４号（第８条関係） 

令和  年  月  日  

 （宛先）さいたま市長 

申請者  

 

受験対策学習費用支給申請書 

 

① 対象者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

生年月日 
     年 

  月  日生(  歳)  

② 対象者住所 

（〒   －    ） 

 

電話 

（   ） 

   － 

③ 講座実施事業者名称  

④ 講座実施事業者所在地 

（〒   －    ） 

 

電話 

（   ） 

   － 

⑤ 講座受講期間   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

⑥ 学習に要した費用（合計）                      円 

（備考） 

 

 

 

  



 

様式第５号（第９条関係） 

第    号  

  年  月  日  

 

          様 

 

さいたま市長        印  

 

さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付で申請のあったさいたま市保育士資格取得支援事業補

助金について、下記のとおり交付することに決定したことを通知します。 

 

記 

 

 １ 交付決定金額    金          円 

 

 ２ 交付の条件 

  ○ さいたま市補助金等交付規則及びさいたま市保育士資格取得支援事業補助金

交付要綱を遵守すること。 

 

  



 

様式第６号（第９条関係） 

第    号  

  年  月  日  

 

          様 

 

さいたま市長        印  

 

さいたま市保育士資格取得支援事業補助金不交付決定通知書 

 

      年  月  日付で申請のあったさいたま市保育士資格取得支援事業補

助金について、下記の理由により、不交付とすることに決定したことを通知します。 

 

記 

 

  不交付決定の理由 

 

 

 

  



 

様式第７号（第１０条関係） 

令和  年  月  日  

 （宛先）さいたま市長 

住 所  

申請者  

連絡先  

 

さいたま市保育士資格取得支援事業補助金変更交付申請書 

 

      年  月  日付け    第    号により交付決定されたさいた

ま市保育士資格取得支援事業補助金について、下記のとおり変更したく、交付要綱

第１０条の規定により、必要な書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 変更交付申請額 

   既交付決定額    金          円 

   変更後申請額    金          円 

   増減額       金          円 

 

 ２ 変更理由 

 

 

 ３ 添付書類  変更内容がわかる書類 

 

  



 

様式第８号（第１１条関係） 

第    号  

  年  月  日  

 

          様 

 

さいたま市長        印  

 

さいたま市保育士資格取得支援事業補助金変更交付決定通知書 

 

      年  月  日付で申請のあったさいたま市保育士資格取得支援事業補

助金について、    年  月  日付    第    号の決定の内容の一

部を下記のとおり変更することに決定したことを通知します。 

 

記 

 

  変更交付決定金額    金          円 

   うち、今回追加（一部取消）金額    金          円 

 

  



 

様式第９号（第１２条関係） 

令和  年  月  日  

 （宛先）さいたま市長 

住 所  

申請者  

連絡先  

 

さいたま市保育士資格取得支援事業補助金請求書 

 

      年  月  日付    第    号で交付が（変更）決定した、さ

いたま市保育士資格取得支援事業補助金を、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

  １ 請求額    金          円 

 

  ２ 振込先 

金融機関名  

本支店名  

種別・口座番号 種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 


